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・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。（承認番号 平 28情複、 第 310号） 

・当複製品を第三者がさらに複製する場合は、国土地理院及び京都府の承認が必要である。 
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